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（
経
済
産
業
委
員
会
）

下
請
中
小
企
業
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案(

閣
法
第
九
一
号)

(

先
議)

要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
発
展
等
に
か
ん
が
み
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
等
役
務
の
委
託
に
係
る
下
請

取
引
を
下
請
中
小
企
業
振
興
法
の
対
象
と
し
て
追
加
す
る
と
と
も
に
、
振
興
事
業
計
画
に
基
づ
く
事
業
を
実
施
す
る
下
請
事
業

者
に
対
し
て
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
特
例
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
下
請
事
業
者
の
範
囲
の
拡
大

下
請
事
業
者
の
定
義
に
、
自
己
よ
り
資
本
の
額
若
し
く
は
出
資
の
総
額
又
は
従
業
員
数
が
大
き
い
事
業
者
（
親
事
業
者
）

か
ら
委
託
を
受
け
て
、
情
報
成
果
物
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
放
送
番
組
等
）
の
作
成
、
役
務
（
運
送
、
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
等
）

の
提
供
、
物
品
の
修
理
を
業
と
し
て
行
う
中
小
企
業
者
を
加
え
る
。

二
、
振
興
事
業
計
画
の
作
成
主
体
の
拡
大

親
事
業
者
及
び
事
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
団
体
（
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
定
款
又
は
規
約
を
有
し
て
い
る
も
の
に

限
る

）
で
あ
っ
て
そ
の
構
成
員
の
大
部
分
が
当
該
親
事
業
者
の
下
請
事
業
者
で
あ
る
も
の
を
、
振
興
事
業
計
画
の
作
成
主

。
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体
と
す
る
。

三
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
特
例

振
興
事
業
計
画
の
承
認
を
受
け
た
下
請
事
業
者
が

同
計
画
に
従
っ
て
行
う
振
興
事
業
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す
る
た
め

、

、

同
事
業
を
行
う
親
事
業
者
に
対
す
る
売
掛
金
債
権
を
担
保
に
借
入
れ
を
行
う
場
合
、
そ
の
借
入
れ
に
つ
い
て
信
用
保
証
協
会

が
保
証
し
た
保
証
債
務
を
対
象
と
す
る
売
掛
金
債
権
担
保
保
険
の
保
険
限
度
額
を
倍
額
に
す
る
と
と
も
に
、
保
険
料
率
を
引

き
下
げ
る
。

四
、
罰
金
の
上
限
額
の
引
上
げ

振
興
事
業
計
画
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣
へ
の
報
告
の
忌
避
、
虚
偽
報
告
に
係
る
罰
金
の
上
限
額
を
三
万
円
か

ら
五
十
万
円
に
引
き
上
げ
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


